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宇都宮大学農学部附属演習林実習宿泊施設使用要項 
 

                     制  定 平成４年11月１日 

                     一部改正 平成６年５月26日 

                       〃  平成７年４月１日 

                       〃  平成９年４月１日 

                                          〃  平成10年12月17日 

                                          〃  平成11年３月17日 

                        〃  平成13年３月22日 

  〃  平成13年11月29日 

 

 （趣旨） 

第１条 この要項は，宇都宮大学農学部附属演習林（以下「演習林」とい

う。）船生実習宿泊施設及び日光実習宿泊施設（以下「実習宿泊施設」とい

う。）の使用に関し，必要な事項を定める。 

 （使用の範囲） 

第２条 実習宿泊施設は，次の各号に掲げる場合の使用に供する。 

一 本学の学生又は教員等が，演習林において実験・実習又は教育・研究を

行う場合 

二 本学の教員と他大学等の教員等が，演習林において共同研究を行う場合 

三 他大学等の学生又は教員等が，演習林において実験・実習又は教育・研

究を行う場合 

四 その他農学部附属演習林長（以下「演習林長」という。）が適当と認め

た場合 

 （使用の休止） 

第３条 実習宿泊施設は，次の各号に掲げる期日については，原則として使用

を休止する。 

一 土曜日，日曜日，祝日等の休日（宿泊については，休日の前日を含

む。） 

二 12月28日から翌年１月４日まで。 

三 その他演習林長が管理上必要と認めた場合 

 （使用責任者及び使用代表者） 

第４条 実習宿泊施設を使用する場合には，使用者は，使用責任者を定めなけ

ればならない。 

２ 使用責任者は，本学の教職員及び学生が使用する場合は本学の教職員とし， 
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他の大学等の教員，学生等が使用する場合は当該大学等の教職員とする。 

３ 使用責任者が実習等に同行できない場合は，学生の代表者を定め，使用責

任者の代理をさせるものとする。 

 （使用願及び使用許可書） 

第５条 使用責任者は，原則として使用開始日の10日前までに，使用願（別紙

様式１）を附属演習林係に提出し，演習林長の使用許可を得なければならな

い。 

２ 演習林長は，前項の使用願を適当と認めた場合は，使用許可書（別紙様式

２）を交付するものとする。 

 （使用料及び実費） 

第６条 実習宿泊施設を使用する場合は，別表に定める使用料を納付しなけれ

ばならない。ただし，本学の教職員及び学生については，納付を要しないも

のとする。 

２ 実習宿泊施設を使用する場合は，別に定める実費を負担しなければならな

い。ただし，本学農学部森林科学科の教育・実習の場合は，納付を要しない

ものとする。 

３ 第１項の使用料は経理部経理課出納係へ，前項の実費は附属演習林係へそ

れぞれ前納するものとする。 

４ 既納の使用料は原則として返還しない。 

 （使用許可の取消） 

第７条 演習林長は，次の各号に掲げる場合には，使用許可を取り消し，又は

使用を中止させることができる。 

一 使用者が使用許可条件に違反した場合 

二 使用願の虚偽の記載があった場合 

三 実習宿泊施設の維持管理上必要と認めた場合 

 （弁償等） 

第８条 使用者は，実習宿泊施設の建物，工作物及び備品等を損傷又は紛失し

た場合には，これを復旧又は弁償しなければならない。 

 （使用心得） 

第９条 使用者は，この要項の定めるもののほか，演習林長が別に定める演習 

林実習宿泊施設使用者心得を厳守しなければならない。 

   附  則 
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１ この要項は，平成４年11月１日から施行する。 

   附  則 

２ 宇都宮大学農学部附属演習林日光実習施設（宿舎）使用要項（昭和57年２

月10日制定）は，廃止する。 

   附  則 

 この要項は，平成６年５月26日から施行する。 

   附  則 

 この要項は，平成７年４月１日から施行する。 

      附  則 

 この要項は，平成９年４月１日から施行する。 

      附  則 

 この要項は，平成10年12月17日から施行する。 

      附  則 

 この要項は，平成11年４月１日から施行する。 

      附  則 

 この要項は，平成13年３月22日から施行する。 

附  則 

 この要項は，平成13年12月１日から施行する。 
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別紙様式１（第５条第１項関係） 

 

使      用      願 

    （平成 年 月 日提出）        受付・平成 年 月 日 

   宇都宮大学農学部附属演習林長 殿 

                  使用責任者 住所 

                        所属 

                        氏名         

                  使用代表者 氏名         

  宇都宮大学農学部附属演習林実習宿泊施設使用要項及び使用者心得を厳守 

 いたしますので，下記による使用を許可願います。 

記 

使用者(指導教官)  

               学部        

学  生  数  

         学部    学科  年次   名 

宿 泊 人 員  

  計        名  (男  名・女  名) 

使 用 目 的  

 

使 用 期 間 （自） 平成  年  月  日 

（至） 平成  年  月  日 
(   泊   日) 

使 用 施 設     実  習  宿  泊  施  設 

 

備     考 

 

 

 

 

 ※１ 要項第４条第３項により，学生に使用責任者の代理をさせる場合は，

使用責任者のほか使用代表者（学生）の氏名を書くこと。 

  ２ 使用料については，本学教職員及び学生以外の者は，要項第６条第１

項の規定に定める使用料を，経理部経理課出納係へ，実費については，使

用者心得第３号に定める実費を，附属演習林係へそれぞれ前納すること。 
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別紙様式２（第５条第２項関係） 

 

            使  用  許  可  書 

                         平成 年 月 日 

   使用責任者 

          殿 

             宇都宮大学農学部附属演習林長       印 

 

  平成  年  月  日付け申請のありました使用願については，宇都宮 

 大学農学部附属演習林実習宿泊施設使用要項及び使用者心得を厳守すること 

 を条件として，下記のとおり使用を許可します。 

記 

使用者（指導教官）     他      名 （男  名・女  名） 

使 用 目 的  

使 用 期 間  （自）平成  年  月  日 

（至）平成  年  月  日 
（  泊  日） 

使  用  料                     円 

実 費 負 担 金                     円 

部 屋 番 号  男       号室    女      号室 

使 用 施 設  実  習  宿  泊  施  設 

備     考   

 

 

 

別表 （第６条第１項関係） 

                            実習宿泊施設使用料 

    区      分     船生実習宿泊施設  日光実習宿泊施設 

日帰り（１人１時間に付き）         ５０円        ３０円 

宿  泊（１人１泊に付き）       ４７０円      ３４０円 

 


	１　この要項は，平成４年11月１日から施行する。
	２　宇都宮大学農学部附属演習林日光実習施設（宿舎）使用要項（昭和57年２月10日制定）は，廃止する。

